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平成30年度県土整備部組織機構

1本庁
( 1 ）主な組織改正
0景観行政の業務執行体制の見直し

「景観まちづ、くり課」を廃止し、都市政策課に「景観・屡外広告班」を設置

(2）組織

部長

【担当名】

企画総務担当

【課名］ 【班名］

県土整備総務課一寸一一企国広報班
十一予算決算班
」一人材開発班

県土整備財務課一「一一経理1班

公共用地課
」ー経週2Wl

一て二審査調整班
用地支援班

公共事業総合政策担当一「一一公共事業運営課

トー技術管理課

十てこ公共事業運営班
総合評価班

---r二技術管理班

道路整備担当

流域整備担当

都市政策担当

住まい政策担当

市町連携総括監

工事検査担当

」ー建設業課

道路企画課

近畿道紀勢線推進
プロジェクトチム

道路建設課

道路管理課

河川l課

防災砂防課

港湾R海岸課

情報化班

一寸二二建設業班
入札制度班

L こ道路企画班
高速道推進班

一てご用地1班
用地2WI

ープ仁二道路建設班
橋りょう幽市町道班

一工二道路管堰班
道路維持班

主河川計画班
河川事業m
河Jll管環班

~砂防班
ダム班
砂防管理班

海岸整備班
主港湾整備班

港湾海岸管理班
施設災害対策課ー「一一施設災害対策班

［書H

下水道諜

建築開発課

住宅政策課

営繕課
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」一水防対策班

王都市計画班街路司公園班
市街地整備班
景観・屡外広告班【新設］

一て二管理闘経営班
計画同事業班

王一班建築審査班
開発審査班
宅建業開建築士班

~住まい支援班
住宅管理班
住宅整備班

百一建築1班
建築2班
電気設備班
機械設備班



2地域機関
( 1 ）主な組織改正
0流域下水道事業の業務執行体制の見直し
. r中勢流域下水道事務所jと伊勢建設事務所「宮川下水道室」を統合し、松阪庁舎に「中南勢
流域下水道事務所Jを設置

聞各流域下水道事務所lこ「保全課jを設置

Oその他
四日市建設事務所プロジェク卜推進室において、「中心市街地課」を廃止し、 f高規格道路諜」
を「プロジェクト推進課」に名称変更

(2）組織
【事務所名］ ［室名】 【課名】

桑名建設事務所 総務・管理室 Lー総務課

建築開発室 建管理築課開発課

保事全室 保全統課
業推進室 モ工事括課

道路謀
流域課

用地調整震 用地課

四日市建設事務所 総務鋼管理室 Lー総務課
管理課

建築開発室 建築開発課

保全車 道保工流プロ全事路域ジ統一課課E公ェ括ク園謀ト課推
推進室 τ 

プロジェクト推進室 進課【名称変更】
用地調整室 用地課

鈴鹿建設事務所 総務・管理室 Lー総務課
管理課

事保全室 保全統課
業推進室

王道路課
流域同公園課
幹線道路課

用地問整~ 用地課

津建設事務所 総務圃管理室 L 総務課
管理課

保全室 保全統課
事業推進室 下時道路←課

道路二課
流域一課
流域二課

用君地ケ野調ダ整ム室管理室
用地課
ダム管理課

松阪建設事務所 総務・管理室 総務課
L 管理課

建築開発室 建築開発課
保全室 保全課統
事業推進室

~l 道路一課
道路二課
流域課

用地調ダム整室
宮川 管理室 用ダム地管課理課
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［事務所名】

伊勢建設事務所

志摩建設事務所

伊賀建設事務所

尾鷲建設事務所

熊野建設事務所

小計 10建設事務所

［室名］

総務z管理室

建築開発室
保全室
事業推進室

一一仁三総務課
管理課
建築開発課

一一一一保全課

道路一課
道路二課
j荒域一i

干工事
果

流域二課
用地調整室 一一一一用地課

総務開管理・建築室一一「一総務課
トー管理課
」ー建築開発課

保全室 保全課
事業推進室 一「一一工事統括課

i ト一道路課
L一流域課

用地調整室 用地課
鳥羽地域プロジェク一一一一事業課
卜推進室

総務・管理室

建築開発室
保全室
事業推進室

L 二総務課
管理課
建築開発課

一一一一保全課

道路課
流域課

E工事統括課

幹線道路課
用地調整室 用地課

総務’管理聞建築室一「一一総務課
トー管理課
Lー建築開発課

［課名】

保全室
事業推進室

一一一一保全課t工事統括課
道路首公園課
流域課

用地調整室 一一一一用地課

総務・管理・建築室一一「ー総務課
トー管理課
」一建築開発課

保全室 一一一一保全課
事業推進室 一一「ー工事統括課

トー道路諜
トー流域一課
」一流域二課

用地調整室 一一一一用地課

北勢流域下水道事務所一「一一総務・用地室
L一事業推進室

一一一一総務・用地課t悶新設］
施設課

中南勢流域下水道事務一「一一総務・用地室
所【新設】 • L一事業推進室

小計 2流域下水道事務所

計 12事務所
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申告務E用地課

t保全課
施設課
工務課



平成30年度県土整備部幹部職員名簿（課長級以上）

平成30年4月1日現在

【本庁】

5果 名 職 名 氏 名 備 考

県土整備部長 渡辺克己

副部長
（企画総務担当） 喜多正幸

副部長
真弓明光（公共事業総合政策担当）

次長
志々田武幸（道路整備担当）

次長
高橋建二

（流域整備担当）

次長
呈 宏幸

（都市政策担当）

次長
古川 万

（住まい政策担当）

市町連携総括監 山田秀樹

' 
県土整備総務課 課長 漬地宣広

県土整備財務課 課長 伊藤美智子

公共用地課 課長 大西宏明 企画総務担当

建設企画監 長瀬功起

人権・危機管理監 寺 和奈

公共事業運営課 課長 結城健治

課長 稗 回 寿 次 郎
技術管理課 公共事業総合政策担当

副参事兼班長 水谷直幸

建設業課 課長 倉田正明

道路企画課 課長 井戸坂 威

参事兼担当課長 城本典洋
近畿道紀勢線推進プ
ロジェクトチーム 部参事 吉津 晃
（熊野市駐在） 道路整備担当

副参事 小管真司

道路建設課 課長 真伏宗樹

道路管理課 課長 上村 告
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課 名 職 名 氏 名 備 考

課長 松本英之
河川課

副参事 角谷英雄

防災砂防課 課長 大江 浩 流域整備担当

港湾・海岸課 課長 竹内正幸

施設災害対策課 課長 梅谷幸弘

都市政策課 課長 析屋 武

課長 方オ苛セて 伸生 都市政策担当
下水道課

副参事 西野佐与武

建築開発課 課長 岡村佳則

住宅政策課 課長 杉野京太

課長 杉野健司 住まい政策担当
営繕課

副参事兼班長 中村定嗣
~ 

建築審査監 近藤貴志

工事検査総括監 岡崎賢一

検査監 玉田隆作

検査監 下里正司

検査監 蔭間喜一 工事検査担当

検査lfi£. 筒井正弥

検査監 堀 清

検査駈 樋口欽久

1-5 



【地域機関】

事務所名 職 名 氏 名 備考

所長 服部喜幸

副所長兼総務・管理室長 長谷川 茂

副所長兼保全室長 飯田充孝
桑名建設事務所

建築開発室長 吉村厚哉

事業推進室長 松並孝明

用地調整室長 森 ）11 成

所長 高木和広

副所長兼総務・管理室長 山口敬史

副所長兼保全室長 竹内一樹

建築開発室長 新 正和
四日市建設事務所

事業推進室長 千種藤紀

プロジェクト推進室長 佐脇浩一郎

用地調整室長 安井雅臣

技術管理監 佐川I 尚

所長 関 泰弘

副所長兼総務・管理室長 伊藤晃一

鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 岩崎 彰

事業推進室長 作田 敦

用地調整室長 藤田宗広

所長 幸阪芳和

副所長兼総務・管理室長 水谷雅宏

副所長兼保全室長 藤井 穣

津建設事務所
事業推進室長 奥山 長

用地調整室長 福島洋樹

君ヶ野ダム管理室長 関山治利
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事務所名 職 名 氏 名 備考

所長 佐竹 7C 宏

副所長兼総務・管理室長、 奥野雅弘

副所長兼保全室長 東 幸伸

建築開発室長 梅 Jll 利明
松阪建設事務所

事業推進室長 内山敦史

用地調整室長 中川尚紀

宮川ダム管理室長 野呂 守

技術管理監 繁田憲一

所長 山口尚茂

副所長兼総務・管理室長 市川哲也

副所長兼保全室長 岡田規生

伊勢建設事務所 建築開発室長 押越隆広

事業推進室長 森 茂也

用地調整室長 村林正治

技術管理監 宮口友成

所長 向井孝弘

副所長兼総務・管理・建築室長 山本英樹

副所長兼保全室長 山口成大

志摩建設事務所
事業推進室長 須賀真司

用地調整室長 松井 定

鳥羽地域プロジェクト推進室長 松田 Aヴdみ' 

所長 西海 浩

副所長兼総務・管理室長 飛田哲也

1tI賀建設事務所
副所長兼保全室長 福田勝許

建築開発室長 小川敬史

事業推進室長 森木忠彦

用地調整室長 山本 透
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事務所名 職 名 氏 名 備 考

所長 久保拓也

副所長兼総務・管理・建築室長 瀬古敦司

尾鷲建設事務所 副所長兼保全室長 上回利彦

事業推進室長 片田 悟

用地調整室長 松本成尊

所長 中平 弘

副所長兼総務・管理・建築室長 中村順一

熊野建設事務所 副所長兼保全室長 鈴村英之

事業推進室長 久保田秀幸

用地調整室長 森河武彦

所長 中野伸也

北勢流域下水道事務所 副所長兼総務・用地室長 下里真志

剖所長兼事業推進室長 鳴川容治

所長 鵜飼伸彦

中南勢流域下水道事務所 副所長兼総務・用地室長 稲垣 真

副所長兼事業推進室長 新堂紳一郎
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平成30年度当初予算のポイント

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」に基づき、自然災害からの被害を軽減させ

る「減災」の観点、地域経済の生産性向上や国内外からの集客・交流等を支える基盤整

備の観点から、必要な社会資本整備や維持管理等を進めます。

また、昨年 10月の台風第 21号などにより被災した公共土木施設の早期復旧に引き続

き取り組むとともに、九州北部豪雨でも特に中小河川において氾濫など甚大な被害が発

生したことから、再度災害等の防止に向けて河川堤防や砂防えん堤の整備、洪水時の水

位状況を監視する水位計の設霞、河川堆積土砂の撤去を進めます。

さらに、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震などの大規模地震・津波に備え、

河川管理施設や海岸堤防等の地震・津波対策を進めるとともに、他の様々な地震対策の

前提となる、いわば“入り口”に位置付けられる住宅耐震化のさらなる促進に取り組み

ます。

加えて、摩耗した区画線の引き直しなど住民ニーズの高い事業を適切に実施するとと

もに、道路等の公共土木施設を安全で快適に利用できるよう、法定点検などの維持管理

や点検により判明した修繕等に取り組みます。

そのほか、就業者の高齢化が顕著である建設業について、若年者の入職促進や入職後

の人材育成、労働環境の改善等の取組を支援します。

なお、厳しい県財政を受け、公共事業については、より一層の事業選択を行いました。

国補公共事業と直轄事業については、県財政に負担が少なく、住民二←ズの高い幹線

道路等の整備や公共土木施設の補強・補修などに活用できるごとから優先的に実施しま

す。

県単公共事業については、新設や改良などの建設費を直轄事業と合わせて実施する事

業等に圧縮することで、維持管理費を確保しました。また、防草シートの敷設など計画

的な紡草対策による除草箇所の削減など、維持管理費の節減にも取り組みます。

2 主な重点項目

( 1 ）激甚化、頻発化する豪雨・台風への対応

0住民避難に資する対策

－（新）危機管理型水位計の設置

予算額 5 0' 0 0 0千円

洪水時の避難判断の目安となる水位状況を監視するため、過去10年に浸水被害が生じ

た箇所等に新たに水位計を設置します。
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－洪水浸水想定区域図の作成

予算額 1 0 0, 00 0千円

洪水時に円滑かつ迅速に避難できるよう、洪水浸水想定区域図を作成し、市町に提供

することにより洪水ハザードマップ作成を支援します。

－（新）高潮浸水想定区域図の作成

予算額 3 4, 1 0 0千円

大型台風接近侍に円滑かつ迅速に避難できるよう、高潮浸水芳、定区域図を作成し、市

町に提供することにより高潮ハザードマップ作成を支援します。

－土砂災害警戒区域指定のための基礎調査

予算額 669, 00 O千円

土砂災害により危害を受けるおそれのある箇所を周知し、いち早く避難してもらえ

るよう、基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域の指定を推進します。

0施設整備の推進

－河川改修事業

予算額 2, 252, 407千円

洪水被害を軽減するため、 ）11幅を拡げるための堤防整備や治水上支障となっている

橋梁の改築、ダム建設等を進めます。

－土砂災害紡止施設整備事業

予算額 2, 4 1 9, 6 3 4千円

土石流等による災害から生命や財産を守るため、砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止

施設を整備します。

0河川堆積土砂の撤去

予算額 685, 849千円

河川の流下能カを回復するため、堆積土砂の撤去および河川内の雑木の伐採を行いま

す。堆積土砂の撤去および雑木の伐採にあたっては、撤去箇所の優先度を関係市町と検

討しながら実施します。

( 2）迫りくる大規模地震・津波への対応

①河川管理施設、海岸堤防等の整備推進

O河川管理施設の地震対策

予算額 681, 368千円

河口部の大型水門、河川堤防、ダムのゲートについて、地震対策を進めます。
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0海岸堤防の地震・津波対策

予算額 2, 029, 30 0千円

海岸堤防の地震対策や、津波が堤防を越流した場合においても直ちに堤防を崩壊させ

ないための海岸堤防強靭化対策を進めます。

0港湾施設の地震・老朽化対策

予算額 363, 269千円

緊急輸送道路の機能｛を確保するため、臨港道路橋梁の地震対策を進めます。また、利

用者の安全性や港湾の機能を確保するため、老朽化対策を進めます。

②建築物の耐震化の促進

0待ったなし！耐震化プ日ジェクト

予算額 98, 726千円
地震に対する住まいやまちの安全性を高めるため、木造住宅の耐震診断、補強設計、

耐震改修および除却への支援を行います。なお、補強設計と耐震改修を一括して申請・

補助する国の新制度にも対応します。

0建築物耐震対策促進事業

予算額 52, 567千円

地震に対する建築物やまちの安全性を高めるため、耐震診断が義務化された建築物

の耐震診断や耐震改修等の耐震化事業に対する支援を行います。

( 3）安全・安心や地域の成長を支える道路網の整備

①高規格幹線道路および直轄国道の整備促進

予算額 11, 089, 563千円

地域の経済活動を支え生産性向上に寄与する新名神高速道路の県内区間全線、東海環

状自動車道の東員 IC～大安 Ic （仮称）関等の平成30年度供用開始に向けて整備を促

進します。

また、地域の安全・安心を支える熊野尾鷲道路（II期）や新宮紀宝道路などの整備を

促進します。

【主な路線】

新名神高速道路、東海環状自動車道、国道1号北勢バイパス、国道23号中勢バイパス、

国道42号松阪多気バイパス、国道 1号桑名東部拡幅（伊勢大橋架替）、鈴鹿四日市道路、

熊野尾鷲道路（ II期）、熊野道路、新宮紀宝道路等

【うち平成30年度供用予定】

新名神高速道路の県内区間全線、東海環状自動車道（東員 IC～大安 Ic （仮称）間）、
国道23号中勢バイパス（鈴鹿市から津市までの2.9 km) 
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②県管理道路の整備推進

予算額 14, s・12, 139千円

高規格幹線道路等へのアクセス道路やバイパスの整備など、県民の安全・安心を支え

るとともに、成長力を強化し、豊かで活力ある地域づくりを支える県管理道路の整備を

推進します。

【主な路線】

国道477号四日市湯の山道路、国道167号磯部バイパス、国道166号田引バイパス、

国道169号土場バイパス、国道306号伊船バイパス、国道368号伊賀名張拡幅、

県道平津菰野線、県道四日市関線、県道湯の山混泉線湯の山かもしか大橋、

県道信楽上野線新服部橋等

【うち平成30年度供用予定】

国道477号四日市湯の山道路、国道166号田引バイパス、国道306号伊船バイパス、

県道湯の山温泉線湯の山かもしか大橋等

③適切な道路の維持管理

予算額 8, 1 3 2, 7 1 3千円

摩耗した区画線の引き直しなど住民ニーズの高い維持管理を適切に実施するとともに、

道路施設を安全で快適に利用できるよう修繕・更新等に取り組みます。

( 4）建設業を支える人材の確保・育成対策の支援

0建設業への入職促進

ー（新）建設業理解促進事業

予算額 1 ' 0 0 O千円

＜事業実施期間‘平成30年度＞

普通科高校生等とその保護者、教員に対して、建設業への理解を促進し、建設業を就

l職先として選択してもらえるよう、建設業に関する出前授業や現場見学会、インターン

シップを建設業界とともに行います。

0技術者・技能者の人材育成

．建設業人材定着事業

予算額 6, 1 8 7千円

建設業へ入職した若年者等がやりがいを持っていきいきと働けるよう、建設現場で

活用できる資格の取得や技能講習の受講を支援します。

3 事業の見直し

事業本数 事業費

廃止 3本 ム23,608千円

リフォーム 1本 ム19千円

休止 3本 ム60,537千円

合計 7本 ム84,164千円
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平成30年度当初予算会計別聞事業別一覧表（県土整備部）

1会計別総括表 （単位・千円）

平成29年度 平成30年度
対前年度比

区 分 第 1号補正後予算 当初予算
B/A 

A B 

般 ~ 言十 70, 883, 684 74, 509, 554 105児

港湾整備事業特別会計 165, 432 166, 411 101% 

流域下水道事業特別会計 14, 712, 214 13, 980, 906 95% 

メ口玉、 計 85, 761, 330 88, 656, 871 103児

2事業別総括表 （単位・千円）

平成29年度 平成30年度
対前年度比

区 分 第 1号補正後予算 当初予算
B/A 

A B 

一般会計 22, 871, 559 22,972,211 100% 
- －岨値－ - - - .』旨ー開帽同開胃冒同開閉明 ・．．回目・．冒・．．．幽・・・・・・』』・ー・・ A・凶』・ーーー・ー・ a・ 育園喝同包悼司－ －’”””””””・””・・・・・・・・・・ ー．圃圃圃岨圃圃副圃圃・・ M ・

国橋公共事業 下水道特会 5,880, 116 5, 029, 374 86児
，圃冒胃司同同開曹閉冒開園圃 E ・・・園田園 E 且 M 圃圃凶且－ --－圃ー国司司同ー司司同司司..，『胃陶聞聞 - - - - －－聞 R ・開園－ --- －ーー・岨岨幽歯固幽叫－ －』色 国国－－－－岨凶 M 同 同 圃 ‘ ー － ー

メ口主、 計 28, 751, 675 28, 001, 585 97% 

直轄事業 一般会計 13, 602, 414 13, 619, 989 100見

一般会計 12, 067, 763 13, 397, 593 111% 
- －圃圃幽圃岨』..岨固唾圃・－ －圃圃圃ー園田 同－・『ー岡町司岡町司宵『同町可周司・四回置開明岨且圃岨－－ --- .幽岨岨岨幽』..d 国国』・ーー司圃司胃咽胃町開－ - - －岨 幽園開膚帽胃閉開閉回開園且－ -

県単公共事業 下水道特会 154, 955 104, 755 68% 
ー同司司司同’胃開問司骨四圃帽周回園町圃橿 冒 R ・－－ - －・・ M 』・－－－－－－－－－－園周回同町田恒問 開胆『－ － 同 開 『 同 開 閉 聞 開 園 骨 圃 － - - - －幽－ --- －可問 阿国ー国国国国圃恒司司圃 F 司ー

メ口弘、 計 12, 222, 718 13, 502, 348 110先

災害復旧事業 一般会計 6, 275, 145 8, 200, 000 131% 

→般会計 16, 066, 803 16, 319, 761 102% 
国国凶』－－ーー回同ー問問問問胃岡町開聞胃胃 『胃間同時四開閉開価凪圃幽岨且凶副岨岨－ - - - - - －回同ー - - － ・ M ・－－ －ー司ー司・開開聞曹関圃圃岨出血－ －・司司司 胃国－ - －岨圃圃且－ - －凶凶凶

港 湾特会 165, 432 166, 41'1 101児
その他事業 宵胃伺同開開聞開園岨四回岨幽岨首圃－ - .有国 - －凶・・ー..『包司司『『・開『圃『曙開胃司開園『問問調回・・ ・岨圃園開帽圃圃圃岨圃岨岨・..幽ー圃ーーー司園田開園開園凶凶 圃回圃再開同国国司周岡町潤開胃

下水道特会 8, 677, 143 8, 846, 777 102% 
闘闘聞周回司骨姐帽 E 開姐調－－－－－－－圃 - - －圃－ －司ー司司開 A『司岡田『同司司回開『司司伺欄帽個圃 且岨圃園調阻岨圃圃岨岨凶－－ーー－ - －・司匹開司開園且－－ - - - － － 陣 『 司 司司問問同町咽

メ口主、 言十 24】 909,378 25, 332, 949 102月

一般会計 70, 883, 684 74, 509, 554 105% 
同開問司同開冒開聞帽四回岨睡岨岨掴園町－－ ー － －－司・ー圃司司開問ー司司問問司同司同ー司司開 E 圃且岨 岨－－・ w 圃 且 M ・ M陸.- - －圃 M ー・司司ー同開『咽－ －－凶 四回岨胃ー同ー－ －四ー開岡町胃

港 湾特会 165, 432 166, 411 101% 
メ口'- 計 - －圃－ - － ー 司 ・ ー 同 開 唱 問 『 曹 司 咽 帽 － - 圃岨凶困－ －ー幽園田－－－－－－－－－－凶－“ーー問『開骨 開聞同町司胆間開聞胃何．骨同凶凶圃司圃－ － 国 国 ー ー ー 同 司 聞 冒 四回同国国且圃凶恒 国 ・ － － ー ー ー

下水道特会 14, 712, 214 13, 980, 906 95見
岡 田 ー ・ ・ 岡 田 回 目 同 開 聞 M 個開問『開凶凶困 M 圃圃凶恒国国ー．司司圃恒国国司ーーー－ － ・ － －ー司胃司園尾 同－ －問『開開帽闘伺岨岨岨帽．．凶ー－ - - －回田町司司『胃ー －－”－  －圃ー圃 a 圃ー司圃圃ー

Z口'- 計 85, 761, 330 88, 656, 871 103% 
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3 主な事業別明細表 （単位：千円）

平成29年度 平成30年度
対前年度比

区 分 第 1号補正後予算 当初予算
B/A 

A B 

道 路 事 業 14, 514, 926 14, 166, 480 98% 
圃岨－－国防幽圃凶幽幽ー困却 W 園・－--－・－－・ M ・M ・4・...同伺胃 E 圃圃岨』 ..司司司ー哩四四四回開骨明開閉園・..勾司司開『町周園開 圃圃回調 E 圃岨岨－－－－－－－・ M 圃同司阿..同同ー句胃開園 ・・・－---－ーー圃歯固－---

河川砂防事業 5, 15 6, 917 5 278 582 102% 
国 ー田圃開閉園圃．．伺・咽田岡田岨』..司甲町恒可司同司同ー開問曙開園圃幽幽恒再開帽 ・・・・ E 冒且睡回世田且圃圃岨凶幽国司開園田昌・且圃圃岨且 -－－ーー可司明開閉 E 唱間開聞．明開園圃圃圃園田冒・・・・ M ー・司冒開帽開問問『『聞曙間開司司

補
港湾海岸事業 1, 957, 100 1, 981, 580 101児

開明司＝・－－－－－－－－－岨曲 a胃帽聞置開...園開園骨圃圃・且国司回開帽開園 且岨岨・.・－-－圃圃邑凶且岨凶恒国胃圃圃圃置圃凶・ー・......『開聞同開園圃・ E E 圃－－－－－－－・幽岨幽－－－－凶同 同『同開冒開．町四回開冒町圃園開 E

公 都市計画事業 1, 039, 603 1, 2 7 4, 121 123% 
開園幽歯固岨－-－－凶－－－－－－－－－－・..且・...圃歯固 a 同開園圃・.. M ・M M 回同ーー胃同開聞胃同．同開閉－--－圃白ー・開問司 司司降開閉園・・..岨園掴凶固岨岨.圃幽凶・4司ー同..『司司開『W 開園圃圃圃圃且個岨且副且園且岨岨．

共 住 宅 事 業 203, 013 271, 448 134% 

事
小 ．計（一般会計｝ 22, 871, 559 22, 972, 211 100% 

業

下水道事業（下水特会） 5,880,116 5, 029, 374 86% 

メ口丸 言十 28, 751, 675 28, 001, 585 97% 

道 路 事 業 10, 483, 000 10, 917, 333 104% 

直
同開・－－－－－－岨且・・ー凶幽』噌・岡町開聞胃町周回開園圃圃圃．圃白幽凶幽司問問胃ト同開町冒圃圃圃圃圃且園岨岨凪園出回目 F 開閉 E E 開園圃圃且且 ---＇圃司可冒圃闘圃圃圃圃圃圃圃圃 a 且凶..値同ー..ー問問 可帽周回周回・開園圃圃圃圃且圃圃圃

河川砂防事業 2, 707, 341 2, 291, 206 85% 
車害 凶幽ー司咽陶咽同開開園．圃園田・・・・ M 岨岨姐』..園田ー司胃嗣回 E ・・・－－--ト掴悼...同噸回宵司圃圃開園圃・・・・..a 値阿同開閉開園 E ・・冒岨凶値園田岡阿同..開”曹司開園圃圃．．．．圃岨凶 幽圃幽同崎咽同同町『回開””開聞胃司

港 湾海岸事業 337, 514 339, 514 101児
事 園田圃岨 M ・..回－--－同司開田四回調 E ・E 圃齢..・ M 且・a..・ー問問胃胃’ト，－－－－－－－岨回幽..圃『同『聞毘町田岡岨且岨凶自圃同 『問問胃回開園..岨圃岨・・・...圃凶圃 F F 司開聞帽開骨冒 E ・圃岨圃岨且且－--.且凶岨岨・a』..薗

業
公 園 事 業 7 4, 559 71, 936 96児

メ仁~、 言十 13, 602, 414 13, 619, 989 100% 

建 設 4, 255, 657 3, 952, 246 93% 
園田恒司司同開明膚曙伺同町冒．胃圃且岨困－-－司同同司ー冒岡両回回開閉冒圃圃圃且 圃圃岨－--－園南司同司同『開・ E 圃岨岨凶 h a 圃四国ー同開町 ・且圃圃苗圃凶歯固..司同開『同開唱 E ・・圃圃掴且値..圃 F ー阿国同司同岡崎同陶『同開『可胃帽

県 合住 持 7, 346, 814 8, 952, 027 122% 

単
世酢圃岡田園圃司耳障胃閉開開園圃圃且・・・－---－同司...同帽開冒 E 冒圃圃圃且岨 圃圃圃..圃幽岡田国岡『開『・・圃岨凪岨凶回同圃自国柄『開 圃圃圃圃圃岨岨岨晶－－－同圃司『明官同町田園且・・・－--－ー司 圃..司岨ー・・司ー『開『開W『開園

調 査 58, 030 81, 090 140% 
公 圃ー司・ーー胃ー同司司同開聞．朝国圃圃圃凶－－－－－－圃・..司胴再開司・・ M 圃圃 －－－－－－－－－圃司ー司同再開W開園岨－－－－－－－司問問 宵関町周．圃岨岨凶岨幽圃圃ー・同同開閉冒岨回・且岨国国国ーー ・・・ M - - - - －ー開 R ・E ・ー『・ー

そ の 他 407, 262 412, 230 101% 
共

事
小計（一般会計） 12, 067, 763 13, 397, 593 111% 

業
建設 （下水特会） 154, 955 104, 755 68% 

メ口合、
計 12, 222, 718 13, 502, 348 110児

総 言十 54》 576,807 55, 123, 922 101% 
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新三重県建設産業活性化プラン

1 概要

地域の建設業！立、県民生活に必要不可欠な社会資本の整備維持修繕を担うとと

もに、災害時の安心’安全の確保や地域の雇用の創出などの重要な役割を担ってい

ます。しかし、近年の公共投資を含めた建設投資の減少に伴う受注競争の激化、就

業者の高齢化および若年就業者の減少が進行するなど、厳しい経営環境におかれて

います。そこで、新たに受注者自線で課題をとらえ、建設業の将来のめざす姿を見

据え、建設業の活性化が実感できることを目的として、「新三重県建設産業活性化プ

ラン」（以下「新プランJという。）を平成29年4月にとりまとめました。

新プランでは、「技術力を持ち地域に貢献できる建設業」を建設業の将来ビジョン

とし、その実現に向けて建設企業が解決すべき課題を「技術力」、「地域貢献」、「経

営力j の3つのキーワードに区分して取組を進めています。

なお、新フランは、「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画jの期間とあわせて、

平成 31年度までとして取り組みます。

2 取組方針

建設業の活性化のためには、全ての建設企業の自助努力が不可欠ですが、建設企

業自らが取り組むことのできない入札，契約制度の改善を中心に県が新プランに基

づき、活性化に向けた取組を進めます。

また、発注者聞の連携を強化するために設置した中部ブロック発注者協議会三重

県部会において、新プランの趣旨を市町へ周知し、協働して取組を進めます。

3 平成30年度の主な取組

( 1 ）技術力

生産性向上に向けた取組（建設 ICTの活用）

積算能力の向上の取組（予定価格の事後公表の拡大）

総合評価方式適用下限価格の引き下げ

( 2）地域貢献

地域維持型工事発注の実施

( 3）経営力

適正な予定価格の設定（単価改訂頻度の見直し）

低入札価格調査制度の改正（失格基準の見直し）

入職促進のための教育機関への働きかけ等（環場見学会等の実施）

週休二日制工事の試行
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新三重県鶴産業活性化ブラシ概要 ｜ 
策定趣旨

普段、通行している道路や、洪水を防ぐ河川堤防の整備などは、建設業が担っていますロこれ
らの公共土木施設を整備し、適切に維持管理をすることで、物流の高度化や洪水，浸水の被害の
軽減など、その機能が発揮され、県民の皆さんの安全’安心で快適な生活、高度な経済活動が成
り立っています。
これまで質の高い公共土木施設を整備し、維持修繕を行ってきたのが優良な建設業であり、今

後も公共土木施設の整備、維持修繕は地域の建設業が担うことになります。
また、地域の建設業は東日本大震災や熊本地震などの災害時に、道路啓開や応急対応などにあ

たり、緊急物資の輸送や二次災害の防止に貢献しました。
このように、将来にわたり震要な役割を担い、必要とされる建設業ですが、計画的・安定的な

受注ができないなど、建設企業を経営していくことが困難な状況となっています。 , 
そのため、建設業の活性化が実感できることをめざして、 「新三重県建設産業活性化プラン」

を策定します。

2 新三重県建設産業活性化プラン取組方針

建設業の活性化のためには、すべての建設企業の自助努力が不可欠ですが、建設企業が取り組む
ことのできない入札・契約制度の改善を中心に県が本プランに基づき、活性化に向けた取組を進
めます。

3 

4 

計画期間

「みえ黒民カビジョン第二次行動計画Jの期間と合わせて、平成31年度までとします。

将来ビジョン

「技術力を持ち地域に貢献できる建設業」
～確かな技術で地域に必要とされ未来に存続する～

建設業のめざすべき姿 J 
( 1 ）社会資本の整備と維持修繕を担う建設業

建設業l土、良質な社会資本を提供するとともに、高度経済成長の時期に整備し、老朽化の進
む社会資本を適切に維持し、品質・機能を確保する役害ljを果たします。そのために、若年者
等の技術者技能者を確保し、公共工事の品質を確保できる確かな技術 a技能を将来にわた
り維持 E 継承できることをめざします。

( 2）地域の安全・安心を担う建設業
建設業！立、局地的な豪雨の頻発や、南海トラフ地震の発生が危倶される中で、災害発生時に
おける復旧 復興という重要な役割を果たします。そのために、発災後に迅速に復旧・復興
作業に対応できる能力を持ち続け、地域の安全確保に欠かせない建設企業として存在するこ
とをめざします。

( 3）地域の雇用に貢献する建設業
建設業I立、地域の産業として、雇用を確保し経済活動を支えるという重要な役割を果たしま
す。そのために、地域の人たちを継続的に雇用できる安定した経営基盤を確立し、将来にわ
たって存続できることをめざします。
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6 建設業をとりまく現状
l 

-- ( 1 ）確かな技術力を持つ建設企業

1. 県内の建設投資は、平成3年度の 1兆4,658億円をピ クに減少しており、平成26年度
には6,761億円とピーク時の半分以下となっています。

2. 本県の当初予算額は、平成12年度のl,545億円をピ クに減少しており、平成28年度は
599億円とピーク時の約40%となっています。

3. 平成27年度の国土交通省の発注した三重県内の建設企業が参加可能な工事（ 般土
木）は、約198億円でしたが、三重県内の建設企業がすべて受注じているわけではなく、
約23%（約46億円〕の工事は＝重県外の建設企業が受注しています。

4. 一重県lま内の常勤の現場労働者は、平成20年度に約8,400人であったのに対し、平成26年
度に 約6,600人まで減少しています。

5. 建設業に就労した新規高校卒業者の約半数が3年以内に離職しています。
6. 県内の一級土木施工管理技士のうち、 39歳以下の一級土木施工管理技士が占める割合

は、平成17年度は全体の約22%でしたが、平成27年度は約14%まで低下しました。
7. 平成27年度に県が総合評価方式で、発注した工事の配置予定技術者の平均年齢Iま約49歳

であり、若手技術者が工事を担当する機会が減少しています。

/ (2）地域に必要とされる建設企業

1. 近年！ま局地的な豪雨の頻発や、南海トラフ地震の発生も危倶されています。待問50mm
以上の豪雨の発生回数！立、 30年前と直近10年を比べると約1.25倍です。南海トラフ地
震の今後初年以内の発生確率は70%程度とされています。

2. 災害協定を締結しているA 司 Bランク建設企業の分布を旧市町村別に見ると、平成28
年度において旧9町村で災害対応空白地が発生しています。

3. 県土整備部の維持管理費は、平成18年度は約72億円でしたが、平成28年度は約88億円
に増加しています。

4. 平成26、27年度に実施した道路施設の点検結果において、概ね5年以内に修繕が必要
な施設の都合は、橋梁では全体の約.6%、 トンネルでは約58%、横断歩道橋では約
52%であり、継続的な維持修繕が必要な状況です。

ノ

(3）未来に存続する建設企業

1. 木県の入札参加資格登録者は、当初予算額がピークであった平成12年度と比べ平成28
年度では6%程度の減少にとどまっており、過剰供給構造となっています。

2. 価格競争では、約66%の入札においてくじ引きによる落札が発生している状況です。
3. 平成27年度の県土整備部農林水産部の土木式工事において、入札参加建設企業の

約42%が工事を受注できませんでした。
4. 1黒土整備部の発注件数について、各四半期ごとの発注件数の差は近年では縮まってい

るものの、第1四半期では100件前後であるのに対し、第2～ 4四半期ではいずれの
期間においてもおC件以上となっています。

5. 建設業の売上高経常利投率の平均値（売上高1億円以上の建設企業）は、平成26年度
は2.72% （過去最高値）でしたが、平成27年度は2.63%に低下しました。

6. 平成25年度の＝重県における工事落札率が平均89.3%であるのに対し、近隣県は93%
以上であり、＝重県の工事溶札率は近隣県より低い状況です。

7. 三重県の公共工事設計労務単価は、主要11職種において平成25年度に比べ平成27年度
で約10%上昇していますが、大工や左官の賃金は聞き取り調査では約 1%しか上昇し
ていません。

8. 建設業の従事者は減少しでおり、特に本県の39歳以下の就業者数！立、平成17年の約
28, 000人に比べ、平成22年は約22,000人と著しく減少しています。

9. 県立高等学校において、従来から土木・建築系学科が無かった東紀州地域に加え、伊
賀地域においても土木 建築系の学科が無くなっています。

10.休業4日以上の死傷者数は年々減少しているものの、建設現場で、の事故は二ュ スな
どに大きく取り上げられ、危険な業種としで認識されでいます。

11.大学生を対象としたアンケートでは、平成24年度から、行きたくない会社として、
「休日が少ない会社」と回答する学生の割合が年々高くなっています。

12.公共工事の約8害ljの工事は4逓4休もしくは4週5休であり、完全週休二日制を実施
、 している土事は 5%となっています。
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7 めざすべき建設企業像

( 1〕確かな技術力存持つ建設企業安めざして（技術力〕

～ここで解決すべき課題～
1. 建設投資の減少による工事量の減少に対する対応
2. 国等の県発注工事以外の公共工事を受注するための技術力の向上
3. 新しい技術（建設ICTなど）による生産性の向上
4. 若年就業者等の定着促進
5. 若年就業者の有資格者の増加

〔1 1 ）固などの県発注工事以外の公共工事も受注できる技術カを身に着けます。
( 1 2）若年就業者を育成し技術 z 技能を適切に継承します。

(2）地域に必要とされる建設合業をめざして（地域首献〕

～ここで解決すべき課題～
1. 局地的な豪雨の頻発等の自然災害から地域を守る
2. 南海トラフ地震等大規模災害に対する準備
3防 災害対応空白地を力パ する体制の構築
4ョ 公共土木施設の健全化をめざす
5. 地域に必要な地域貢献の継続
6. 社会的責務を果たす

(2'---1）社会基盤の安全確保を担うことにより地域住民の生活を守ります。
(2 ~ 2）複数の企業で協力体制を構築し大規模災害などに備えます。
(2-3）建設企業の特性を生かした地域貢献を通じて、地域の一員としての責任

を果たします。

(3）未来に存続する建設企業容めざして（経営力）

～ここで解決すべき課題～
1 . 計画的な経営のための情報の入手
2. 効率的な業務に向けた事業連携

3, 受注機会の拡大
I 4. 第1四半期！こおける閑散期の解消

5. 売上高経常利益率の向上
6. 適正価格での受注の拡大
7. 元請下請関係の改善
8: 継続的な若年者等の確保
9. 労働環境の改善

( 3 -1〕協業化による企業連携を強化し、企業存続をめざします。
( 3 2）計画的な受注により、将来につながる経営基盤強化を図ります。
(3 3〕適正な利潤が確保される価格での契約により下請企業を含む関連企業に

利潤が配分され、業界全体が安定経営できるようにめざします。
(3 4) 「土日完全週休二日制」の実施など労働環境の改善に業界全体でめざし、

働きやすい職場と人材の確保を図ります。
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8 取組目標と具体的な取組

(1) 

確

~皇E霊－」工事における若手技術者の登用率
｜技術継承を進めるためには、若手技術者四歳以下）の澗が必要なことから、若手技術者の配置技術者への登用 i

i率を17.5 % (H27）から21%にします。 ！ 

~t~~ι問主字通一一五占；；；玄関五一一一一 一一…一一一三云己主一己記三Jええこふ言

語日：笠；；，~~；~R誌の躍算；＿~＿ま~I；誌内建設企業受注機会拡大の躍 －~ 
力 r＝：~： ie＝·－－－－＝－－－－－廿士史－~史r宵竺欄児剛＇＂·＂·＂＇閉古P戸士
喜一取紐2 技術力向上同けた取組 fぷ長；；二~GE二＝一二五~~：t~］ニ孟－~I 
つ炉：！．総合評価方式適用下限価格の引吉下げ ．若年就業者等の定着に向けた昔十困的な育成 A 支援 i' 
建佐二！．技術者技能者の技術力向上のための研修の支援．優良工事の表彰．建設キヤリアアップシステムの活用の検討 h
童三L竺告さ盟主主末日立強盟主盟主.！！.~－－－－－－－－－－一一一一一一一－－－，＝.~－，－.，，，－＝＝，－－－.，，..，，一円台一一品
業日取組3 若手技術者が活躍する場の創出 三とに三一三三云盟主三五五二～ニニ正一三一三元4と

ヨ盟主主翌日 ミ説明監出J 主立主す之？とごい土＇~＂＇·＂＇·＂＇~－＝＂＂~·＝＂＇~＂＇·＇＂＂·＇＝＇·~＝~~＂＇－＂＂·一
(2）~コ五説記孟；ミ；；；両手逼逼逗ぷ孟~；一一一一一一一一一一一一ー －一一一司時【

地「τ雲室霊富設の機能を適正に維持し、継続的に地域を守るためには、維持｛麟工事全般を継続的に施エする｛本制づ〈 ！ 
~~ ～Lど－~~色雪士三－~－主fそ司、喧J空雪空空王雪笠さ空空竺雪主主旦主雪竺1：主士－~！~主！＇：；：~－~~－~~と？L~~5:~.3－~~~三一色一一j
長［~t~一一ーによL包一一一年＝の促主•：·／c". ~ .;•:c "7'・ :• I；ιじよじ；ι！己主4ぷιi
と干し型盟主主主主主主~.；.！；：童話~－－笠宮j主主主主主主主哲一盟控盟主主き~~~·主主要.~~書記摂ムj
丞1取組5 大規模災害発生後の復旧体制の確立 「山凶ι叫ぶ山Jーム日二：斗ム.c，，：，；：；，，【1:

言；i必需悶鵬首持の取組 iii 
.,,.. I：！②災害復旧対応体制維持の取組 !' 

韮u竺主主主主主？主主主主2主旦一一回円一一一一日一

... ーーーーーーーーーーーーー・r－－－－－－－－－－ー四ー－－－－－－－－－－－－－－司園田－－－－田－－－－－－－ーーーーーー－－－－ーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーー－－－－－－－－－－回ーー回ーーー回－－－－－－－－－－－；；

i主主主計主~~，；－~~~君臨~I~：~~~f~j~r訪問一ことから一常幸lj益：
q志担い5百一由由；主一一主主a主営～ふ古~~一4示4司走二一古芸一~1♀尋一－；

l取組沼標 l売上高経常利益率の平均値（売上高1億円以上の企業〉

刈①計画的 A 安定的な受注のための取組
汀＠地域機関ごとの事業規模の明確化 ＠公共工事の発注見通しの暗＠受注機会均等化の醐 i> 
1②建設企業の協業化を進めるための取組

I・ (3）川・入札参加業者数の改善・管内下請の導入 1: 
↓1③月別受注量の平準化の取組

未トi・ぜ口県債債務負担行為の活用 ＠余裕期間制度の導入と活用 ； ~.I 
叩ー7 適正な荊跡確保できる入札制度二幅 』』 』 J~~~~：； ~I~~S.S三；苧：S'S:~~：；：；＿~
存 t: 
続 h①工事単位の利益率の向上の取組
すド！・適Eな予定価格の設定．総合評価方式における価格評価方法の見直し＠低入札価格調査制度の改正 も
I i・現場犬況の変化に対応した適切な設計変更＠標準工期の見直し 炉

建 ι！②受注者の事務負担等の軽滞取組 ぷ
雪印＠ヒアリングなし型の総合評価方式の拡大＠総合評面方式における提出書類の簡素化 ＠電子化の推進 JU 
::;;:: l>i.円滑な工程管理i二向けた受発注者間等の情報共有
重t主i③下請企業（技能労働者〕の刺潤確保 l 
市川＠「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインj の活用⑧技能労働者の賃金等の調査の実施 ド

日！•重唐下請の改善＠総合評価方式適用下限価格の引き下げ（再掲）
で－－・－明円「－

川取組B 入職促進の取組 「…
作： 9｝職促進のための教育機関への働きかけと多様な県民へのイン担 ンシツブの支援＠建設業の理解のためのP只 ！ 
• • ,L守でT早え－－ζ±ご守烹一で買1』r土早一J一±±戸rヤ T貝一－γ.＂＂，＇：＂＇；：＂＂.一で一？て守＂・＂＇一 f、－－τ凶γ竺－±一寸セケ＇・＇＇＂】、で－－－「、一司竺 τ－で1司－で土て？でてアrて一？一一守て一4アケ－「プ～寸戸『『？イr寸目周悶匂r「：＝『〔？－イマ－

一

. 

｜取組9 完全週休二司制など労働環境改善の取組 「ιJι＝」一－込」ム一一－」＝以＝－

1 I• 回完全湿休二日制J を条件とした入札の試行拡大＠安全な職場環境づくりの促進 ； 
i•女性就業者の職場環境の改善
てでけーで一てでーー＇＇·＂cc'T＇ででプケてでで：ーアケヴア＂Vi":c.•.－•円アヶーでわ？？？たで＇＇＂＇＂＇で！？？ぞ＇：＇＂てて：；；－－：·ーでて；：.；＇＇＇~＇~：：＇Fl:.
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入札・契約制度

1 現状

入札・契約は、公平性、透明性および競争性を確保しつつ、「公共工事の品質確

保の促進に関する法律」（品確法）の基本理念である「現在及び将来の公共工事の

品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等Jを実現するため、改善に

取り組みます。

( 1 ）入札・契約方式

建設工事の入札’契約方式は以下のとおりです。

入札・契約方式 適用法 政令 適用

一般競争入札 同法施行令 167条の4 WTO対象工事（※）

一般競争入札 条件付き 同法施行令 167条の4 建設工事の入札全

一般競争入札
地方自治法第234条

に加え、5及び5の2 mJt 

測量・設計等業務
指名競争入札 第1項、第2項 同法施行令 167条

委託など

随意契約 同法施行令 167条の2
緊急を要する工事

など

※ WT  O対象主事とは、世界貿易機関政府調達協定に基づき設計金額が 1500万印刷22億9千万円）以上の工事をいう。

( 2）予定価格

三重県会計規則j第65条および同運用指針に基づ、き、契約金額の上限基準とな

る予定価格を設定しています。

( 3 ）低入札価格調査制度および最低制限価格制度

①低入札価格調査制度

契約の内容に適合した履行を確保するため、落札候補者に対してその入札

価格によって契約が履行できる資料の提出を求め、提出資料の調査分析、事

情聴取などによる調査を行い、落札者を決定する制度です。

②最低制限価格制度

契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めると

きに、予定価格の 10分の9から 10分の 7までの範囲内で最低制限価格を

設定したうえで、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入

札した者のうち、最低の価格。で入札した者を落札者とする制度です。

( 4）落札者の決定方式

①最低価格落札方式

予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする方式

です。

②総合評価方式

価格と品質の両方を評価することにより、総合的に優れた者を落札者とす

る方式です。
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( 5 ）.三重県建設工事等入札参加資格

本県が発注する建設工事の入札に参加するためには、以下の①～③を満たす必

要があります。

①建設業法第3条に基づく建設業の許可を受けていること

②同法第27条の 23に基づく経営事項審査を受けていること

③三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されていること

( 6）三重県建設工事発注標準【表ー 1］【図－ 1] 

本県では、「建設エ事」のうち、以下の6業種について格付けを行つでいます。

土木一式工事 I A～cl建築一式工事 I A～cl電気工事 IA、B

管工事 IA、sl舗装工事 IA、日｜造園工事 IA, B 

格付けは、経営事項評価点数－技術等評価点数を加算した総合点および1級技

術者数からなる格付基準により行っています。

格付けに応じて、発注する工事の設計金額の入札に参加できる基準を「三重県

建設工事発注標準」として定めています。

( 7 ）資格（指名）停止措置

三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録された者が、法律に違反するなど

の行為により、契約の相手方として不適当であると認めた場合、期間を定めて入

札に参加させない措置を行います。

2 取組方針

品確j去に基づ、く「発注関係事務の運用に関する指針」および「新三重県建設産

業活性化プランJの実現に向けて入札契約制度の改善に取り紐んでいきます。

3 平成30年度の主な取組

( 1 ）予定価格の事後公表の拡大

適切な見積りを行わずに入札に参加する建設企業の排除、とくじ引きの抑制

対策として、予定価格の事後公表を総合評価方式において拡大するとともに、

最低価格落札方式においても新たに試行します。

( 2）低入札価格調査制度の改正

ダンピング受注などを防止するとともに、適正な利潤を確保できる契約とな

るよう、低入札価格調査の失格基準を見直します。

( 3）総合評価方式適用下限価格の引き下げ

建設企業が持っている技術力の維持軍向上のため、総合評価方式（土木一式

工事）の適用下限価格を予定価格3千万円以上に引き下げ試行します。
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【表一 1］三重県建設工事発注標準

〔土木一式工事〕

区分 設計金額 格付基準

① 総合点 840点以上l

A 3, 000万円以上 ② 1級技術者5名以上

〔うち 3名の公共工事の主任技術者の実績）

2, 000万円以上
①総合点、 760点以上

B ② 1級技術者2名以上
7, 000万円未満

（うち 1名の公共工事の主任技術者の実績）

c 2, 500万円未満 上記以外のもの

総合点z経営事項評価点数十技術等評価点数

※技術等評価点数z①ヱ事成績による点数

【図－ 1】発注方法

〔土木式工事〕

般l県内Aランク

害｜（特定JVを想定）

入
キL

w 

管内Aランク
（特定JVを想定）

Tl 県外業者Aランク
o I C特殊工事等JV) 

一②資格（指名）停止期間による点数

＋③環境マネジメン卜システム導入による点数

十④品質管理マネジメントシステム導入による点数
十⑤契約後任制度提案採用件数による点数

県内Aランウ
1, 000点以上

（条件付き般競争入札）

管内Bランク

管内Aランク

参加輩格要件

公共士事、問積工事、地域条件、工事成積、
配置予定技術者等

管内Cランク

I I I I 
1, 500万SOR 3億円 1. 5億円 7千万円 3千万円 2. 5千万円 2千万円
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総合評価方式

1 概要

「公共工事の品質確保の促進！こ関する法律」（品確法）において、公共工事の

品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質

が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならな

い」と規定されており、公共工事の品質確保のための主要な取組として総合評

価方式の適用を掲げています。

三重県では、品確法の趣旨をふまえ平成 19年度から総合評価方式を導入して

います。

( 1 ）総合評価方式の対象

建設工事では、次の工事を対象に総合評価方式を適用することを標準として

います。

①土木一式工事： 5千万円以上

②建築式工事： 1億円以上

③舗装・橋梁上部工・法面処理ヱ－海洋土木工事： 3千万円以上

④上記①から③に該当しない工事： 7千万円以上

ただし、早期執行が特に必要な案件または技術的工夫の余地が小さい案件等、

競争入札審査会に諮ったうえで総合評価方式の対象外とすることがあります。

＜平成29年度実績＞

ー建設エ事 約 1,200件のうち 254件

ー測量・設計業務岨約700件のうち 149件

( 2）総合評価方式の型式

①簡易型（予定価格 12億円未満）

②標準型（予定価格 12億円以上）

③高度技術提案型（標準型のうち、高度な技術提案を必要とするもの）

( 3 ）落札者の決定方法

総合評価方式では、入札価格と各評価項目の評価に応じた加算点により評

価値を算定し、評価値の最も高い者を落札者としています。

＜建設工事における評価値の算出式＞

（標準点＋加算点）
評価値＝

入札価格
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( 4）評価項目の配点内訳

土木一式工事（簡易型B）における評価項司の標準の配点は、次の表のとお

りです。

全体に占

配点 める割合 主な評価対象実績

〔%）

地域精通度・貢献度 37 17 本店所在地、災害協定の訓練実績等

社会貢献度 15 7 男女共同参画活動実績、障がい者雇用実績等

企業の技術力等 58 27 企業の工事実績、工事成績等

技術者の能力 25 12 配置予定技術者の工事実績、 Cp D実績等

技術提案等 80 37 技術提案、ヒアリング

換算前加算点満点 215 100 

加算点満点 20 換算前加算点（215点）を加算点（20点）に換算

2 取組方針

品確法に基づ、く「発注関係事務の運用に関する指針J及び「新三重県建設産

業活性化プラン」の実現に向けて総合評価方式の見直しに取り組んでいきます。

3 平成30年度の主な取組

－総合評価方式（土木 式工事）の適用下限価格を予定価格3千万円以上に引

き下げ、試行していきます0

．総合評価方式における技術資料の簡素化を実施します。
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土木一式工事における総合評価方式平成30年度標準案

【平成30年度6月1日以降標準案1

技簡1テ術易ー提型マ案臼 太字下線箇所選択可 太配字点下聖線更箇可所

大項目 中J~ 目 小項目 標準簡的島な型配白点 評価基準・配点等の設定の考え方
（案）

率直筆E宜排 1Q 

地域精適度 15 
怖工衛帯封t，揖

呈lおl土品工聖書盤 、

重品誼董Z謹呈盟 亘

地域貢精献通度度
小盟撞華蓋霊話孟誼室薗 5 

地域貢献度
昔韮瞳量豊Jt置勤皇瞳 主

22 

災害協定の評価 皇
ー障ととのの提虫害害虫協協定定害祖でで、、定毎訓3年輔点度等、の訓活韓動等実の靖活が動な実い植協が定あ3る点協定9点

・県県以外との

次世代育成支援；百動実績
等・：項項4項目目数目（『に次1よ0世点り代評、」3晒、項「男目女共同※u、『障がい者J、fJS014001( M 印 s）」）を実績

男女共同参画，苦動実績 9点、2項目、8点、1項目 5点、左記以外0点）

10 10 
※1画「女を性作の成職して業い生る活企に業おをけ評る冊，舌躍の推進に関する，去律Jに基づく一般事業主行企 貢社献会度 社会貢献度 障がい者雇用実績
動計

環境マネジメノトシステム
業 の認証

( 15014001、M-EMS〕

の 皇自世聾によ晶踊ヱ 5 5 

110 

青色 工事実績 評価対象工事の実績 20 

力 "' 
等

工事成績 工事砂満点又l立総合点 20 

48 

技企術業力の等 場，X上（合~記、7は8三04、点重入0以点県札上未の公満工告5事日点成0時、点績点8〕4点の0及建点び設～盟工97主事0省等点克入未也札溝土表参し加（て総責い合格る点者工名事8需成4の0績）総評／合定（9点平プ在0均評点価8が40な）い

品質マネジメントシステム
品質マネジメント の認証 3 

(15090005) 

労衛働生安管理全
労働安全衛生マネジメント 5 

システムの認証

受注工事高
1級当公技該共術年機者度関に1等人契発あ約注たしのりたの 10 

10 円（5呈）千注X万工1 円0事／未富1溝を情ベ円10、点ス1 博、と~し千千た万評万円価円か以ら上' 1憶5千万円未満10－（呈注工事高 5千万

契土約木額2式千工5事百万の契円以約上済額の 、 0点）

者配置の予工定事技実輯術 現場主代任理（監人理と〕し技て術の者工又事は実輯 Z宣

技の者術能
技の育桁児者力 資格保有状況 1級土木施ヱ管理技士の資格 25 25 司予設定定冊時格の擢8千準万配円点未5潜点の場合は詳｛間

カ
継続［学CP習D制）度 継続学習制度の単位取得状況 百

提技術案 技術擢案 路発工注上者留項が置目指すに定べつすきいる課てテ題ーとマ対策 塁旦 a提項項請1テ案求目目を毎毎にマ求配応！こあめ5じ点た段壇るをり階項項目3評項毎目目冊内の目の容結重を果要全度（点て等数明に）示を応じて設定し明示

技提等術案 80 80 80 理目毎 童女）を通知

ヒア
ヒアリング

配置圭宣誼盟主虫
Z旦 5段階評価

リング 工壷監理能tiの瞳謹葦

（標準点 100点） ト加算点 20点換算 215 

換算
来（※平換成算3時0年小度数4月3位か切らり5捨月て末）！立小数2位切り捨て20‘00 

点
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公共事業評価制度

1 概要

公共事業の実施プロセスの公正性透明性を確保し、事業を適正に実施するため、

事前町事中 z事後の各評価システムを一体的に機能させた評価サイクルを構築してい

ます。

( 1 ）事前評価

平成 14年度予算編成から「公共事業事前評価システム」を導入し、効率的＝効

果的な社会資本整備の実現を図るために、事業実施前に公共事業の必要性とその効

果について客観的な評価を行い、公共事業の実施を決定したプロセスの透明化を図

つでいます。

( 2）事中評価

平成 10年度から「公共事業再評価システム」を導入し、事業着手後定期間を

経過した事業等を対象に、事業継続の適否を評価しています。評価の妥当性につい

ては、三重県公共事業評価審査委員会に諮り、委員会の答申をふまえ、事業継続の

適否を決定しています。

( 3）事後評価

平成 15年度から「公共事業事後評価システム」を導入し、事業完了後一定期間

を経過した事業を対象に、事業の効果や周辺環境への影響等を確認し、評価してい

ます。評価の妥当牲については、三重県公共事業評価審査委員会に諮り、委員会の

答申をふまえ、今後実施する事業の計固または実施中の事業への反映に努めていま

す。

2 取組方針

引き続き、公共事業の公正性及び透明性確保のため、事業評価を実施します。

3 平成 30年度の主な取組

( 1 ）事前評価

平成31年度の事業実施予定笛所について、事前評価を実施します。

( 2）事中評価

河川事業、林道事業など 15事業の評価を実施し、委員会の審議を受ける予定で

す。

( 3）事後評価

道路事業など4事業の評価を実施し、委員会の審議を受ける予定です。
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三重県公共事業評価制度

‘年度当初の「事業実

施予定箇所の公表」

公共事業事前評価システム 111＝併せて評価結果を

蹴酬鰍鰍側協繍麟鰍側鰍麟恥』怪童

※次年度において実施予定の事業を対象に評価

・事業着手前に事業効果を客観的に評価

－費用使益分析を基本に、戦略性・緊急性等を加えた総合評イ面に

より優先度の明確化

・予算フレ7ム等を勘案し、 f事業実施」か「保留」を決定

三重県公共事業評価サイクル

毎年度継続評価 次年度以降新規評価

（長期計闇M政策目標・地域要望等）

事業内容の検討

圃評価審査委員会を

公開

－議事録等をHP等

にて公表

公共事業再評価システム

※事業着手後一定期間を経過して、未着手や継続中の事業、再

評価実施後一定期間（概ね5年）を経過した事業等を対象に評価

一再評価の肉容ー

①事業の進捗状況がどうか

②事業を巡る社会経済状況等の変化があるか

③事業採択時の費用対効果分析の要因の変化L地元意向の変

化等があるか

④事業の進捗見込みはどうか

⑤コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討

※事業完了後一定期間（概ね5年）を経過した事業を対象に評価

事後評価の内容ー

①事業効果はどうか

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化があったか

③事業を巡る社会経済状況等の変化があったか

④県民の意見はどうか

⑤今後の諜題等

町評価審査委員会を

公開

’議事録等をHP等

にて公表

公共事業事後評価システム

評価結果の蓄積

．フィードパック［~Jj 
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幹線道路網（高速道路・直轄国道）の整備

1 現状

県内の高規格幹線道路や直轄国道の幹線道路網の整備は、平成 29年度に松阪多気バイ

パスが全線開通し、平成30年度には、新名神高速道路の県内区間全線開通、東海環状自

動車道の東員 ICから大安 IC（仮称）、国道 23号中勢バイパスの鈴鹿市から津市の障

が開通する予定であり、着実な整備が図られています。

〈主な事業の進捗状況＞ 平成30年3月末時点

用地進捗
事業名 事業主体 全体事業費 備考

事業進捗

新名神高速道路
中日本高速 3, 300億円

100% 平成 30年度開通

（新四日市～亀山西） 70% L 27. Bkm 

東海環状自動車道 国 99% 
（東員 IC～大安 IC（仮称））

（北勢～四日市） 中日本高速
l, 369億円

73%※ 
平成 30年度開通

L-6.4km 

国道 42号
国

100% 
熊野尾鷲道路（II期）

260億円
69% 

国道.42号 38% 

新宮紀宝道路
国 210億円

10% 
近畿道紀勢線推進 PT

国道 42号 17% 
平成 30年度2名増員

熊野道路
国 270億円

2% 
(20人）

国道 1号北勢バイパス 国 1, 300億円
82% 
67% 

国道 1号桑名東部拡幅 国 513億円
61% 
40% 

国道23号中勢バイパス
99% 

（鈴鹿～津）

国 1, 930億円 平成 30年度開通
86% 

L-2. 9km 

※累積事業費からの推計値

2 取組方針

・地域の経済活動（産業目観光）の拡大を支える基盤として、幹線道路網の整備促進を

図ります。

圃大規模地震や激甚化する集中豪雨等による自然災害の脅威に対し、県民の皆さんの安

全・安心を確保するため幹線道路網の整備促進を図ります。

ョ鈴鹿四日市道路や近畿自動車道紀勢線の未事業化区間の早期事業化に向けた取組を

推進します。

3 平成 30年度の主な取級

－本年度開通予定区間の供用が確実に図られるよう、関係事業主体に働きかけます。

事業中区間の整備促進、未事業化区間の早期事業化について、関係市町や民間企業、

民間団体とも協力しながら、引き続き、国等に対し働きかけていきます。
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県管理道路の整備

1 現状

( 1 ）整備状況

県管理道路の整備については、バイパス整備や現道拡幅などの抜本的な整

備に加え、待避所の設置など柔軟な対応を織り交ぜながら計画的に整備を推

進しています。また、緊急輸送道路等に係る橋梁の耐震対策を進めています。

整備の結果、平成29年度は以下の箇所を供用しました。

⑦抜本的な整備

国道421号石樽南（いなべ市）、県道上海老茂福線（四日市市）、県道桑

名画日市線（川越町）、国道 167号鵜方磯部バイパス（志摩市）、国道 422

号三田坂バイバス（伊賀市）、県道中井清九鬼線（尾鷲市）など 10箇所の

供用と国道477号四日市拡幅（四日市市）など4箇所の部分供用

②柔軟な対応

県道鈴鹿港線（鈴鹿市）など3箇所の供用と県道横輪南勢線（伊勢市）

など2箆所の部分供用

③橋梁耐震

県道水郷公園線〔福吉橋〕（桑名市入国道 309号〔佐渡橋〕（熊野市）

など 19橋

(2）事業箇所数

「平成30年度道路事業計画」における事業箆所数は123箇所であり、その

うち継続笛所は 109箇所、新規着手箆所は 10箇所です。

2 取組方針

( 1 ）整備方針

県民等の安全性や利便性の向上を目的に、次の4つの方針に基づ、き、「道路

事業計商」を策定し、県管理道路の整備を計画的に推進しています。

①高規格幹線道路へのアクセスの改善

②緊急－災害時の復IEl ・復興に資する道路整備

③交通円滑化を図る渋滞対策

④安全・安心－快適な道路環境を確保する道路整備

( 2 ）整備方法

国の補助事業や交付金事業を最大限に活用するとともに、県単独事業もあ

わせ整備を進めています。
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3 平成30年度の主な取組

「平成30年度道路事業計画j に基づき、計画的に整備を進めます。

平成30年度に供用を予定している主な箆所は以下のとおりです。

①抜本的な整備

国道 477号四日市湯の山道路（四日市市～菰野町）、黒道湯の山温泉

線〔湯の山かもしか大橋〕（菰野町）、国道306号伊船バイパス（鈴鹿市）、

県道上稲葉羽野線（津市）、国道 166号田引（松阪市）等

②柔軟な対応

県道木曽岬弥富停車場線（木曽岬町）等

＠橋梁耐震

国道421号〔三笠橋〕（いなべ市）、県道鳥羽阿児線〔ニ又橋〕（志摩市〕、

県道鳥羽松阪線〔大野橋〕（伊勢市）等
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道路の維持管理

1 道路施設の現状

県管理道路の路線数、実延長 ( H 29 .. 4. 1現在）

1重 別 路線数 i実延長（km)

国道（県管理） 20 791. 5 

県道 307 2, 674. 0 

国道姐県道計 327 3 465. 5 

主要な道路施設の内訳 ( H 30町4 1現在）

種 2リ 橋梁 トンネん

施設数 4, 212 130 

うち、建設後50年 1 622 23 
以上の道路施設 （約39出） （約18出）

2 取組方針

( 1 ）定期点検（ 1＇回／ 5年〕の実施

( 2 ）長寿命化修繕計画に基づく修繕

横断

歩道橋

102 

27 
（約26出）

〔3）区画線の引き直しの箇所選定基準に基づ、く実施

3 平成30年度の主な取紐

町定期点検

大型
シ工ツト。

カIfハゃート

22 35 。
(O出） （約3出）

橋梁 902橋、 トンネル 64本、横断歩道橋 38橋、門型標識8基

門型

標識

18 。
(0見）

（平成29年度実績：橋梁822橋、トンネル23本、横断歩道橋23橋、シェッド 1基、

門型標識4基）

且定期点検結果で修繕が必要となった施設の修繕工事

橋梁 61橋、トンネル 23本、横断歩道橋7橋、シェッド 2基

（平成29年度実績：橋梁48橋、 トンネル12本、横断歩道橋10橋）

・研修会の開催による市町職員への技術的サポ ト

（平成29年度実績： 14回開催）

ョ住民参加による維持管理

（平成29年度実績： 363団体（道路美化ボランテイア活動助成事業164団体、ふれ

あいの道事業10団体、自治会委託（道路） 189団体））

z 歩道橋ネ ミングライツの推進

（平成 29年度実績： 3件）
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交通安全対策

1 現状

＝通学路における痛ましい交通事故が全国で相次いだことを受け、平成25年から

道路管理者、警察、教育委員会および学校が連携して「通学路交通安全ブ口グ

ラムJの策定を進め、平成27年度末までに県内全ての市町において策定が完了

しました。平成28年度より同プ口グラムに位置付けられた危険箇所の対策を重

点的に実施しています。

－死傷事故が多発している交差点等、平成29年 1月に国が指定した「事故危険箇

所」 （県管理全26筒所）について、公安委員会と連携した交通事故対策（路面

標示、交差点改良、標識設置等）を平成田年度より実施しています。

2 取組方針

「通学路交通安全プログラムJに位置付けられた危険筒所の対策を継続的に実

施するとともに、 PDC Aサイクル（合同点検の実施司対策の検討、対策の実

施、対策効果の把握、対策の改善・充実）の取組を実施します。

通学路の安全確保に向けた PDC  Aサイクル

Plan （合同点検の実施＼

Action パヰ＼ 対策の検討 ／。吋

（対策の改善 充実〉て＼ ノ ~c 対策の実施 〉

，~（ ) (/ i~~~~ 1r. m etc 対策効果の把握 γ 土 空肩警備～
J B宿J円 V.） ノ＇JJ-1し巳Lじ

「事故危険箇所」の交通事故対策を平成32年度までに完了予定です。

3 平成30年度の主な取組

「通学路交通安全プログラム」に基づき19箇所の歩道整備を実施予定です。

（うち、平成30年度完7予定箇所2箇所）

－「事故危険箇所」県管理 26箇所のうち、 1箇所で対策を実施予定です。

（平成30年度末で24箇所／全26箇所（約92%）が完了予定）
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伊勢市内の県道等における石灯寵の撤去

1 概要
平成 30年4月 14日、伊勢市内の県道鳥羽松阪線において、路線パスのサイ

ドミラーが歩道上の石灯龍に接触し、落下した石灯寵上部が歩行者に当たり、

死亡する事故が発生しました。

石灯音量を当初設置した団体は既に解散しており、現在は管理者’所有者不明

となっています。

平成25年度以降、点検のラえで危険な石灯寵を撤去してきたところですが込

今回の事故を受けて行われた撤去作業において、上部や基礎の構造から、l 安全

性の確保ができないt判断し、危険の未然防止のため、全ての石灯寵について

速やかに撤去することとしました。

2 対応方針

道路法第 44条の 2 （違法放置等物件に対する措置）に基づ、き、全ての石灯寵

を撤去することとしました。

事故のあった石灯寵ならびにそれ以外のバス停付近の石灯寵は撤去済みです

が、これら以外の石灯龍についても、インターハイ前までに撤去します。

なお、刻銘者が権利を主張された場合、国同市と歩調をあわせて丁寧に対応

していきます。

また、撤去により、慣れ親しんできた景観を惜しむ市民等の声もあることか

ら、撤去後の景観のあり方について、地域づくりの主体となる伊勢市と連携し、

道路管理者として可能な支援を行っていきます。

石灯寵数（平成30年5月15日現在）

筒 所 基数

国道 94 

県道 3 1 1 

市道 8 

宇治浦田駐車場
県 1 4 

市 69 

言十 496 
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